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2 号みなしの利用者様が 65 歳を迎えられた場合 

  

 2 号みなしの利用者様は生活保護法介護券が交付されており、「H」から始まる被保険者番号が与え

られています。65 歳を迎えられると介護保険被保険者証が交付され、新しい被保険者番号が与えられ

ます。介護保険の制度では、利用者様の名前ではなく被保険者番号でその利用者様を特定します。よっ

て、被保険者番号が変われば同じ利用者様であっても、それぞれの台帳を作成する必要があります。 

 

■2号みなしの利用者台帳  

 

① 生活保護法介護券に記載

されいる「Ｈ」から始ま

る被保険者番号を入力し

ます。 

 

② 2号みなしの利用者は介

護保険からではなく生活

保護法から給付される

為、保険給付率は0％で入

力します。 

 

③ 1号とは別のIDで台帳を

作成します。 

  

■1号の利用者台帳  

 

① 介護保険被保険者証に記

載されている被保険者番

号を入力します。 

 

② 介護保険被保険者証が交

付されている利用者様の

保険給付率は通常、

90%or80%を入力しま

す。※.1 

 

③ 2号みなしとは別のIDで

台帳を作成します。 

 

※.1：給付率は介護保険負担割合証を参考にして入力します。 

介護保険料滞納による３割負担の場合は 70%で入力します。
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利用票（提供票）の作成 

 

■2号みなしの利用票(提供票)  

 

① 利用者台帳で、2号みなし

で入力した基本情報で利

用票(提供票)を作成しま

す。 

 

② 2号みなしの期間で行っ

た日数のサービスのみ入

力します。※.1 

  

■1号の利用票(提供票)  

 

① 利用者台帳で、1号で入力

した基本情報で利用票

(提供票)を作成します。 

 

② 1号の期間で行った日数

のサービスのみ入力しま

す。※.1 

 

※.1：2号みなしから1号に変わるのは誕生日の前日から変わります。認定の有効期間で判断すること

ができます。 
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介護給付費明細書 

 

■2号みなしの介護給付費明細書  

 

① 利用者台帳で、2号みなしで入力した基本情報

で介護給付費明細書を作成します。 

 

② 2号みなしの期間で行ったサービスの内容及

び回数を入力します。 

 

③ 2号みなしの期間で行った日数及び集計を入

力します。 

  

■1号の介護給付費明細書  

 

① 利用者台帳で、1号で入力した基本情報で介護

給付費明細書を作成します。 

 

② 1号の期間で行ったサービスの内容及び回数

を入力します。 

 

③ 1号みなしの期間で行った日数及び集計を入

力します。 
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